
32  申告所得税

　　２－３   所得種類別人員及び所得金額

申 告 納 税 額

主 た る も の （ 主 た る も の ）

人 人 人 千円 千円 千円

52,449           外 1,271 6,011         外 1,487,315  192,614,787       12,512,201

2,001             外 3,384 17,033       外 1,584,411  10,718,170         255,565

54,450           外 4,655  23,044       外 3,071,726   203,332,957        12,767,767

9                   外 -       211           外 -              142,584             6,203

158               外 -       8,490         外 -              7,283,211           375,596

13,987           外 1,030 31,485       外 543,474     94,665,598         5,930,366

74,551           外 -       18,447       外 -              408,993,041       12,296,557

146               外 589    495           外 297,552     1,151,060           96,649

1,909             外 -       10,339       外 -              12,898,559         685,924

26,023           外 -       37,970       外 -              74,243,221         1,219,431

-                   外 -       -               外 3,985,343  1,232,699           -                         

171,233          外 6,274  130,481      外 7,898,095   803,942,929        33,378,493            

28                 外 3       70             外 -              165,369             5,919

76                 外 -       261           外 -              1,298,789           32,684

31                 外 35      128           外 -              300,151             43,978

4,082             外 64      1,246         外 -              59,198,769         9,940,675

190               外 -       479           外 -              3,422,874           487,902

175,640          外 6,376  132,665      外 7,898,095   868,328,882        43,889,651            

2    外書は、損失額のある者の人員及びその損失額を掲げた。

3

調査対象等 ： 平成14年分の申告所得税の納税者について、平成15年3月31日現在の合計所得を所得の種類別に区分して、人員、所得

金額の状況を示した。

計

総 計

配 当 所 得

不 動 産 所 得

給 与 所 得

退 職 所 得

所 得 金 額

利 子 所 得

人 員

従 た る も の
区 分

事

業

所

得

営 業 等 所 得

農 業 所 得

所得種類別人員及び所得金額の状況

分 離 短 期 譲 渡 所 得

分 離 長 期 譲 渡 所 得

株 式 等 の 譲 渡 所 得 等

山 林 所 得

一 時 所 得

雑 所 得

（損益通算による差額分）

総 合 譲 渡 所 得

合 計

１人で２以上の種類の所得を併有する場合は、各種類の所得金額のうち最も大きいものを「主たるもの」欄に、その他のもの

を「従たるもの」欄にそれぞれ該当する種類ごとに１人として掲げた。

（注） 1

所得金額は、特後所得（特典控除のことで、青色事業専従者控除等の青色申告の特典又は事業専従者控除額を控除した

後の金額をいう。）で示されている。

   なお、所得金額は、主たるもの及び従たるものを区分することなく、各種類ごとの所得金額の合計額を掲げた。

また、申告納税額（主たるもの）は、各種類の所得のうち「主たるもの」に該当した所得の種類に、その者に係る申告納税額

を掲げた。
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